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競争的研究資金制度改革について【概要】 
平成 15 年 4 月 21 日 

 

Ⅰ.競争的研究資金制度改革の必要性 

○ 第２期科学技術基本計画期間中に倍増(3000 億円→6000 億円）を目指すとされ

ているが、併せて、競争的研究資金の効果を最大限に発揮させるための制度改

革が必要。 

○ 米国においては、独立した配分機関が多人数のプログラムオフィサーを擁し、

公正で透明性の高い評価に基づく配分を実施。また、大学等では競争的研究資

金の獲得と成果を給与・人事システムに反映させ、競争的な環境を形成。 

○ 日本の制度の多くは、研究者の経歴、業績重視の審査により、配分実績も

50 歳台を中心とする分布、一部の実績ある研究者への過度の集中といった傾

向。加えて、我が国の大学等研究機関は、競争的研究資金の獲得が、必ずしも

研究者の処遇に反映されない、若手研究者の独立性が低い、等の問題を有して

いる。 

○ 以上のような実態を踏まえ、競争的研究資金制度の改革を、大学改革、研究

者のキャリアパスの再構築と一体的に取り組み、科学技術分野の構造改革を推

進する。 

 

Ⅱ.具体的な対応策 

１．競争的な研究開発環境を実現するための制度的枠組みの構築 

（競争的研究資金獲得に対するインセンティブの向上） 

○ 研究者の責任と権限で、研究実施に必要かつ適切な研究従事者を雇用で

きるよう、各制度及び研究機関が措置。 

○ 研究機関へのインセンティブとして、直接経費に対し 30％の間接経費

を実現。 

（研究機関による適切なマネジメント体制の構築） 

○ 所属する研究者の実施する研究に係る経費は、研究機関が、その業務と

して申請、交付を受け、直接に責任を負って補助金を管理。 
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○ 研究機関は研究者のエフォート（研究、教育、管理運営等の業務に従事

する時間配分）を管理し、研究者が当該研究課題に割く時間と研究場所を

確保できるよう措置。  

（研究者の一層の競争促進による研究の質の向上） 

○ 研究者の自由な発想に基づく研究の推進を目的とする制度は、競争促進

の観点から、それぞれの制度の目的を踏まえ、できるだけ多くの研究者が

その所属(大学、公的研究機関、民間企業等)を問わず応募できるよう措置する

ことを検討。 

２．若手研究者の活性化に向けた制度整備 

（研究実績よりも研究計画の内容を重視した審査への転換） 

○ 研究者の経歴や業績ではなく、研究計画の内容を重視して審査し、併せ

て中間評価及び事後評価体制を整備。 

（「研究者」を育てる制度への転換） 

○ 若手研究者向け競争的研究資金を拡充し、単純な年齢による判別だけで

はなく、研究経歴による応募資格等を検討。 

（研究者のキャリアパスの再構築） 

○ 特に若手研究者を中心に、広く任期付任用（米国でのテニュアトラック）を

導入し、競争的研究資金の獲得を業績評価の主要な項目の一つとして位置

付ける。 

３．プログラムオフィサー(PO)、プログラムディレクタ－(PD)による一元的管

理・評価体制の整備 

（PO・PDの役割の明確化） 

○ 各制度はPO・PDが以下の基本的な役割を担うことを踏まえ、PO・PDを

適切に位置付ける。 

POの役割（例）： 評価者の選任、採択課題候補(案)の作成 

PDの役割（例）： プログラムの方針決定等の全体的マネジメント 
(PD会議の設置) 

○ 総合科学技術会議のイニシアチブにより、各配分機関のPDで構成され

る会議を設置し、制度間の調整等、我が国の競争的研究資金全体の有機的

な運用を強化。 
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４．競争的研究資金の効率的・弾力的運用のための体制整備 

（年度間繰越及び年複数回申請） 

○ 研究費交付時期の一層の早期化、繰越明許による予算の年度間繰越を実

現。 

○ 年複数回の申請書の受理を検討。独立行政法人では、運営費交付金制度

を活用し、早期に実現。 

（電子システム化とデータベースの拡充） 

○ 各制度の電子システム化(申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等)及び政

府研究開発データベースとの連携を、平成17年を目途に実現。 

５．独立した配分機関（Funding Agency）体制の構築 

○ 本省が運用する制度については、その規模や実態を踏まえ、独立した配

分機関にその配分機能を委ねる方向で検討。 

○ その際、「独立行政法人」であるが故に、直ちに予算上の制約が課され

ることのないように配慮。 

６．競争的研究資金制度改革と関連する改革 －大学改革－ 

（競争的な給与・人事システムの構築） 
○ 国立大学の法人への移行後、各大学は、競争的研究資金も含め、外部資

金獲得やその成果を研究者の業績として適切に反映する給与・人事システ

ムを積極的に導入。 

（研究と教育の区分） 

○ 研究と教育の２つの機能を両立していくために、教職員のエフォート管

理、予算・経費の面で「研究」と「教育」を明確に区分。 

 

Ⅲ．競争的研究資金制度間の連携と制度改革のフォローアップ 

総合科学技術会議は、政府全体としての競争的研究資金制度間の連携を図るため、
全体調整とともに、制度改革の実施状況のフォローアップを実施。 



本省 戦略的情報通信研究開発推進制度 2,250 1,350 167%

情報通信分野における基礎研究推進制度 630 1,120 56% ○

ギガビットネットワーク利活用研究開発制度 112 200 56% ○

新たな通信・放送事業分野開拓のための先進的技
術開発支援

475 425 112%

民間基盤技術研究促進制度 10,500 10,700 98%

消防庁 消防防災科学技術研究推進制度 199 新規 新規

14,166 13,795 103%

本省
日本学術振興会（平成１５年１０月独法化
（独立行政法人日本学術振興会）予定）

科学研究費補助金 176,500 170,300 104%
◎

科学技術振興事業団（平成１５年１０月
独法化（独立行政法人科学技術振興機構）予
定）

戦略的創造研究推進事業 44,689 42,689 105%
○

本省 科学技術振興調整費 37,700 36,500 103%

本省 独創的革新技術開発研究提案公募制度 3,562 5,277 67%

本省 大学発ベンチャー創出支援制度 1,786 1,823 98%

独立行政法人科学技術振興機構（平
成１５年１０月設置予定）

大学発ベンチャー創出事業 502 新規 新規

本省 未来開拓学術研究費補助金 6,646 9,000 74%

271,386 265,589 102%

本省 厚生労働科学研究費補助金 38,011 39,284 97% ◎

医薬品副作用被害救済・研究振興調
査機構（平成１６年４月独法化（独立行政法
人医薬品医療機器総合機構）予定）

保健医療分野における基礎研究推進事業 6,562 7,062 93%

○

44,573 46,346 96%

新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 3,983 4,010 99% ○

新事業創出研究開発事業 1,213 1,591 76% ○

独立行政法人農業・生物系特定産業
技術研究機構（仮称）（平成１５年１０月
設置予定）

生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業 339 新規 新規

本省 民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業 560 560 100%

本省 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 1,973 1,808 109%

8,067 7,970 101%

経済産業省
新エネルギー・産業技術総合開発機
構（平成１５年１０月独法化（ 独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構）予定）

産業技術研究助成事業 5,280 5,280 100%

○

5,280 5,280 100%

運輸施設整備事業団（平成１５年１０月
独法化（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構（仮称）予定）

運輸分野における基礎的研究推進制度 389 392 99%
○

本省 建設技術研究開発助成制度 250 240 104%

639 632 101%

本省 地球環境研究総合推進費 2,965 2,895 102%

本省 環境技術開発等推進費 765 765 100%

本省 廃棄物処理等科学研究費補助金 1,150 1,050 110%

4,880 4,710 104%

合計 348,991 344,322 101.4%

＊　第2期科学技術基本計画期間中の競争的資金倍増の基礎となる平成12年度の予算額は、2,968億円
は特殊法人、独立行政法人により配分される制度
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